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し
い
財
政
状
況
と
事
務
事

業
全
般
の
見
直
し
が
さ
れ
て
い

る
中
で
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す
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例

意見書を国などに提出しました�
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議 案 の 内 容

定率減税の廃止・縮小を中止することを求める意見書

ILO第１７５号条約及びILO第１１１号条約の
早期批准を求める意見書

～省略～
国民や企業の間には、定率減税の廃止に疑問や不安が広がっている。各報道機関が１月に実施した世論調査では、定率減税の縮
小・廃止に対する否定的な意見が軒並み過半数に達している。また、複数の民間研究機関が、経済に与える悪影響から、現在は定
率減税の縮小・廃止を行うべきではないと警鐘を鳴らしている。
また、政府において税制と社会保障の一体的な改革に向けた議論が行われている最中である。深刻な財政構造の改善、国と地方
の税財源配分の見直しは喫緊の課題であるが、現段階で税制のみを一方的に改定することによって、将来に齟齬をきたしかねない
ことにも十分留意すべきである。このまま、定率減税の廃止が行われれば、消費の冷え込みを招来し、景気回復にも重大な支障を
来すものである。
よって、定率減税廃止の検討を中止することを求めるものである。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

八街市議会議長
衆議院議長　参議院議長　内閣総理大臣　財務大臣　総務大臣　　あて

～省略～
ILOは１９９４年総会で「ILO第１７５号パート労働条約」
を採択しました。ILO第１７５号条約はすべての短時問労働者
に対して、①パートタイム労働は労働者が自由に選択すべきも
の、②労働者の権利と労働条件は比較しうるフルタイム労働者
と均等とすべきである、との原則を確認しています。
また、ILO第１１１号条約は、雇用及び職業の面で、どのよ
うな差別待遇も行われてはならないことを規定したもので、条
約批准国は、差別待遇廃止のための政策をとることを義務づけ
ています。
よって、下記の施策を講じるよう強く要請いたします。

記
１．ILO第１７５号条約の早期批准を速やかにおこなうこと。
２．ILO第１１１号条約の早期批准を速やかにおこなうこと。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたし
ます。

八街市議会議長　

衆議院議長　参議院議長
内閣総理大臣　厚生労働大臣　　あて

社会保障制度の抜本改革を求める意見書

～省略～
現在の我が国の年金制度が抱える問題点や、介護・障害者サ

ービスの決定、医療制度の改革など社会保障全体の抜本的改革
を行うことが必要である。
よって、本議会は、国において、国民が生涯を通じて安心し

て暮らせる社会保障制度を創設するため、次の事項について早
急に実施するよう強く要望する。

記
１．基礎年金制度の改革をはじめ各種年金の一元化問題を含む
社会保障制度全般の一体的見直しを行い、早急に実施するこ
と。
２．とくに、子育て支援の充実、雇用政策、住宅政策などとの
連携を十分にはかること。
３．国民年金の未加入者及び未納者に対する通知、督促を適正
に行うための措置を講じること。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたし

ます。
八街市議会議長

衆議院議長　参議院議長
内閣総理大臣　財務大臣
厚生労働大臣　　　　　　　　あて

▼六ツ塚谷


